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『経営革新サマーセミナー』を開催致しました ！ 

今年も「経営革新サマーセミナー」を７月１８日に開催いたしまし

た。第１部はサイボウズ株式会社チームワーク総研の和田武訓氏をお

招きし、『 働き方改革の進め方 』と題して、時代のニーズに沿った

「働き方の多様性」を実際に従業員の皆さまに示されたことで離職率

の低下を実現されたサイボウズ様の成功例を取りあげ、改革における

経営陣の取り組み方から実際の従業員の皆さまの反応まで、リアルで

実践的な新時代の経営のあり方についてご講義いただきました。 

第２部は栁澤会計グループ社労士野口より、和田様のご講演に関連した「働き方

改革」を社労士の立場より具体的な事例を取り上げながらお話をさせていただきま

した。また、セミナー終了後には納涼会を開催し、多くの方にご参加いただきまし

た。誠にありがとうございました。次回セミナーは２０２０年１月を予定しており

ます。職員一同心より皆さまのご参加をお待ちしております。 

夏季休暇のお知らせ 

いよいよ消費税の増税も差し迫ってきましたが、９月末までの売上・仕入を集計するご準備はできていらっしゃ

いますか？今回は１０月以降の実務に備えて、９月末までに行っていただきたいご準備を一部ご紹介いたします。

消費税増税前の事前準備 ～ 9 月末の実務 ～ 

出典：ＴＫＣ月刊誌『事務所通信』 

①９月末に売上・仕入を集計する 
売上請求が「２０日締め」「２５日締め」等末日でできない場合は、９月３０日ま

での売上・仕入を集計することで、旧税率（８％）と１０月１日以後の新税率（１０％・

軽減税率８％）の混在を回避し、計上ミスや請求誤りの防止になります。 
②売掛金・買掛金の税率が確認できるよう管理する 
売掛金・買掛金は、１０月１日以降に値引きや貸し倒れが生じた場合、その商品の

販売や仕入れ時点の税率の情報が必要になります。９月３０日までに発生した売掛

金・買掛金と１０月１日以降の取引を区分してください。 

平素は格別のお引立てを賜り感謝申し上げます。職員一同、皆様のお役に立てますよう引き続き精進し

て参ります。お困りのこと等ございましたら、お気軽にご相談下さい。 
さて誠に勝手ながら本年度の夏季休暇を以下の通り実施させていただきます。何卒ご了承くださいます

ようお願い申し上げます。 
【夏季休暇】８月１４日(水)～１８日(日)



 
 

 

生前に行える対策として家族信託以外にもいくつかスキームは存在します。ライフステージごとの思いを実現

する方法は一つではなく、戦略的に考えていくことが必要です。家族信託の基本的な仕組み、生前対策のメリッ

ト・デメリットについて、再度ご確認いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                     
 
 

 
 

家族信託⑤ 



 
 
 
1．法人に保険はなぜ必要？ 

会社の経営者は、多くの責任を抱えています。 

特に中小企業は経営者が万が一の事態になった時の経営リスクはかなり大きく、最悪、倒産してしま

うという事態にもなりかねません。また事業を継続していくためには、経営者が健康であるということ

が何よりも一番大切です。しかし、万が一の事態の備えとして、後継者の育成や事業承継、経営者が万

が死亡しても、会社が存続できるだけの事業承継資金が必要不可欠です。そのリスク等に備えるために

「保険」を利用します。 

2．保険で備える法人のリスク 

①経営者の万が一に備える。 

 経営者の病気による長期離脱や死亡などの事態が発生すると、資金繰りをしてい 

た経営者が不在になることで資金調達が難しくなる場合があり、備えが必要です。 

②退職金に備える 

 勤続年数の長い従業員や役員の退職金は、高額になることが多く、支払時に一時に多額の費用負担が

発生し、経営を圧迫しかねません。その負担を保険を使って、分散し、一部を損金にしながら貯蓄する

ことができます。また、貯蓄型の保険は、資金繰りが厳しい時などに解約することで、現金を得ること

ができ、経営のピンチに備えることにもなります。 

1．倒産防止共済とは？ 

倒産防止共済とは、取引先の倒産によって連鎖的に中小企業が倒産または経営難に陥らないようにす

る共済制度です。 正式名称は中小企業倒産防止共済と言い、経営セーフティ共済とも呼ばれます。 

2．倒産防止共済のポイント 

①無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能 

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売

掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍（最高8,000万円）」の、いずれか少ないほうです。 

②取引先が倒産後、すぐに借入れできる 

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、 

その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。 

③掛金の税制優遇で高い節税効果 

掛金月額は5,000円～20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。 

また掛金を損金、に算入できます。 

④解約手当金が受けとれる 

共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約でも、掛金を12か月以上納

めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   

 

 

  

    

  

  

 

 

 

 

  
 

      

（橋本健治）

法人に必要な保険は？ 

倒産防止共済とは？ 

税金・会計 Ｑ＆Ａ 



 
エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。 
 

県内路線価 24 年連続下落  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｊGrants の基本方針 

 

 

 

 

 

 

（北原隆幸） 

 

 

 

令和元年分 路線価が発表されました  

職員コラム ～ 栁澤会計に入所して ～   鶴迫栞 

７月より栁澤会計に入所いたしました鶴迫栞です。私は神奈川県出身で、この

７月に長野県へ引っ越して来ました。実は私の地元伊勢原市は、茅野市と姉妹都

市でもあり長野県にはご縁を感じています。だからこそこちらの会計事務所で働

かせていただいていることにもとても意義を感じております。 

私の中で長野県といったら「寒いところ」といった印象しかなかったのですが、 

越してきて、長野の方の優しさを日常生活から感じます。それは神奈川県ではあ

まり考えられなかったのですが、横断歩道を渡ろうとしている人がいたら、必ず

といってもいいほど、車が止まってくれる。ルール上当たり前かもしれま

せんが神奈川県ではそんな光景あまりありませんでした。 

長野の方はなんて優しいのだろう、誰かを思い行動できるって素晴らし

いことですし、皆ができるわけではないと思いますので、私自身も仕事や

日々の生活でも常に誰かを思い行動ができる人になりたいです。 

この会計事務所で自分の使命を全うできるよう精一杯頑張りますので、

今後ともよろしくお願いいたします。 

区　分

茅野市塚原 諏訪市 岡谷市

市役所前 上諏訪駅前 国道 岡谷駅前

 215,000  390,000  175,000

93年 H5 92年 H4 94年 H6

17年 H29  46,000  58,000  47,000

18年 H30  45,000  58,000  45,000
19年 R01  44,000  58,000  44,000

前年比 ▲2.2% 0.0% ▲2.2%

ピーク比 ▲79.5% ▲85.1% ▲74.9%

路線価所在地

ピーク時

年　度

補助金手続の電子化 

本年１月１日時点の路線価が公表されました。長野県内

の路線価は、２４年連続で下落という結果となりました。

軽井沢などは訪日観光客の増加で上昇傾向となりまし

たが、県南部は下落傾向にあります。県内の最高額は長野

市の長野駅前通りの１㎡当たり２８万５千円で、５年連続

同額でした。 

諏訪圏の最高額は再開発が進むＪＲ上諏訪駅前国道沿

いで１㎡当たり５万８千円で前年同額となり、下げ止まり

傾向になっています。           （北原隆幸） 

経済産業省では、公募から事後手続まで全てのプロセスを電子化し、かつ１つのシステムで全ての補

助金に対応できる汎用的な補助金申請システム「ｊＧｔａｎｔｓ」を構築しています。ものづくり補助

金やＩＴ導入補助金など、同省の補助金の一部について２０１９年度から利用可能となる予定です。 


